
 

 

国 官 技 第 1 6 8 号 

国 総 公 第 4 0 号 
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各都道府県土木（土木・建築）部長 殿 

政令指定都市建設（土木・建築）部局長 殿 

 

 

                     国土交通省大臣官房技術調査課長    

                国土交通省総合政策局公共事業企画調整課長 

 

 

ICT活用工事に関する要領及び基準について（参考送付） 
 

 

 ICTの全面的な活用（ICT土工）を運用するために必要な要領・基準類について、別添の

とおり各地方整備局等あて通知したので、参考までに送付します。併せて、貴管内の市町

村へ周知方お願いします。 

 なお、今回送付する要領・基準については、新たに設定した要領・基準であり、

i-Constructionの取組を推進するために、参考送付するものです。 

 また、「i-Constructionにおける「ICTの全面的な活用（ICT土工）」の実施について」別

紙―５「ICT活用工事積算要領」（平成28年9月16日付け国技建管第4号、国技建調第4号、国

総施安第1号）は、「土木工事費積算要領及び基準について」（平成28年3月14日付け国官技

第347号の3）、「土木工事費積算要領及び基準の運用について」（平成28年3月14日付け国官

技第348号）。「土木工事標準歩掛の一部改定について」（平成28年3月14日付け国総公第75号）

で示されている土木工事標準歩掛と同様のものとして、直轄土木工事において使用してい

ることを申し添えます。 
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国 官 技 第 4 0 2 号 
国 総 公 第 9 2 号 
平 成 2 8 年 3 月 3 0 日 

 
 

各地方整備局 企画部長 殿 
北海道開発局 事業振興部長 殿 
 
 

大臣官房技術調査課長 
総合政策局公共事業企画調整課長 

    
 

i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」の推進について 

 
今後、我が国において生産年齢人口が減少することが予想されるなか、建設分野におい

て、生産性向上は避けられない課題である。 
国土交通省においては、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指

す新しい取り組みである i-Construction を進めることとしており、この i-Construction

を進めることによって、建設現場における一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境

を改善し、建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るとともに、安全性の確保を推進し

ていくものである。 
今回、i-Construction の展開に伴う「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」に向けて、

別紙「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）の推進に関する実施方針」に基づき、一層の

普及推進を図られたい。 
なお、「情報化施工技術の一般化・実用化の推進について」（平成 25 年 5 月 14 日付け国

官技第 23 号、国総公第 18 号）は、ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）を推進する工種

への適用はしないものとする。 
また、本通達は、平成 28 年 4 月 1 日以降に契約の手続きを開始する業務及び工事におい

て適用するものとする。 
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－ 別 紙 － 
 

ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）の推進に関する実施方針 
 
第１ ＩＣＴの全面的な活用を推進する工種 
  これまでの情報化施工に関する実績や技術の普及状況等を踏まえ、以下の工種につい

て「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」（以下、「ＩＣＴ土工」という）の推進を図る

ものとする。 
ただし、その他の工種についても本省と協議のうえ、ＩＣＴの活用の推進を図る必要

があると判断された工種については、積極的にその活用の推進を図るものとする。 
 
 １－１ ＩＣＴ土工を推進する工種 
   工事工種体系ツリーにおける下記工種（レベル２）とする。 
    ・河川土工、海岸土工、砂防土工 
    ・道路土工 
 
第２ 実施体制 
  ＩＣＴ土工の推進にあたっては、各地方整備局等が一体となって取り組む体制を整備

しＩＣＴ土工の推進のための各技術に関する実施要領、積算方法など必要な事項につい

て、事務所へ具体的に周知するとともに、実用化が円滑に進むよう対応するものとする。 
 
第３ ＩＣＴ土工の推進を図るための措置 
 ３－１ ＵＡＶ等を用いた公共測量 
  ＵＡＶ等を用いた公共測量とは、公共測量において、トータルステーションを用いた

測量のほか、UAV を用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成 28 年３月）に基

づく UAV を用いた測量、規程第３編第３章に基づく車載写真レーザ測量等をいう。 
 
 ３－２ 必要な経費の計上 

  ＵＡＶ等を用いた公共測量を実施する場合、ＵＡＶ等の操作に必要な費用、損料等、

必要な経費を計上する。 

 

３－３ 測量における評価 

  ＵＡＶ等を用いた公共測量を実施した際には、業務成績評定において評価するものと

する。 

 
 ３－４ 土工の３次元設計 
  土工の３次元設計とは、土木設計業務において、ＩＣＴ土工を行うために３次元デー

タを作成して設計することをいう。 
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 ３－５ 必要な経費の計上 

  土工の３次元設計を実施する場合、３次元ソフトウェアの調達費用等、必要な経費を

計上する。 

 

 ３－６ 土工の３次元設計における評価 

  土工の３次元設計を実施した際には、業務成績評定において評価するものとする。 

 
 ３－７ ＩＣＴ活用工事 
  ＩＣＴ活用工事とは、以下に示すＩＣＴ土工における施工プロセスの各段階において

ＩＣＴを全面的に活用する工事である。 
 【施工プロセスの各段階】 

① ３次元起工測量 
② ３次元設計データ作成 
③ ＩＣＴ建設機械による施工 
④ ３次元出来形管理等の施工管理 
⑤ ３次元データの納品 
なお、ＩＣＴ建設機械とは、３次元マシンコントロール技術、３次元マシンガイダン

ス技術を用いた建設機械である。 
 

 ３－８ 必要な経費の計上 

  ＩＣＴ活用工事を実施する場合、以下の発注方式に応じて必要な経費を計上する。 

（１）発注者指定型 

     発注者の指定によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、別途定める「ＩＣＴ活用工

事積算要領」により必要な経費を計上する。 

あわせて、ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査や施工合理化調査を実施

する場合、調査に必要な費用を計上する。 

（２）施工者希望型 

     受注者からの提案・協議によりＩＣＴ活用工事を実施する場合、設計変更の対

象とし、別途定める「ＩＣＴ活用工事積算要領」により必要な経費を計上する。

なお、施工者希望型は、総合評価落札方式においてＩＣＴの活用を評価項目とす

るもの（「施工者希望Ⅰ型」という。）と評価項目としないもの（「施工者希望Ⅱ型」

という。）により行うものとする。 

あわせて、ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査や施工合理化調査を実施

する場合、調査に必要な費用を計上する。 

 

３－９ 総合評価落札方式における評価 

施工者希望Ⅰ型では、総合評価落札方式において、ＩＣＴ活用の計画について評価す

るものとする。 
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 ３－１０ 工事成績評定における評価 

  ＩＣＴ活用の計画について評価するものとする。 

 

第４ ＩＣＴ土工の推進のための当面の留意点 

  ＩＣＴ土工の推進にあたって、受注者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入して活用できる

ように、以下の項目について発注者として積極的な対応を図る。 

 

 ４－１ 監督・検査体制の構築と要領等の周知 

ＩＣＴ活用工事において、施工に活用する技術については、その技術に応じた監督・

検査を実施することがＩＣＴ土工の円滑な推進のために必要である。   

このため、ＩＣＴ活用工事に関する監督・検査体制の構築及び要領等を周知し、各要

領等に基づいた監督・検査を実施するものとする。 

 

 ４－２ 設計データの３次元化のための費用負担と３次元設計データの取り扱い 

  ＩＣＴ土工を実施するためには個々の技術に適合した３次元データが必要である。３

次元の設計ストックの準備ができるまでの当面の間は、２次元の設計ストックを受注者

が３次元に変換して活用する。この設計データの３次元化にかかる費用は発注者が負担

するものとする。 

なお、受注者は、作成した３次元設計データを用いて設計図書の照査を行い、その結

果を踏まえて、３次元設計データで設計図書の変更を行うものとする。 

 

 ４－３ 機械・機器調達に関する支援制度の周知 

  発注者が開催する講習会等を通じ、受注者がＩＣＴ活用工事を実施するのに必要な機

械・機器などを調達する場合、様々な税制優遇措置、補助金制度、低利融資制度を活用

することがＩＣＴ土工の推進につながるので、活用できる税制優遇措置、補助金制度、

低利融資制度の周知を積極的に実施する。 

 

以   上   
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国 技 建 管 第 4 号 
国 技 建 調 第 4 号 
国 総 施 安 第 1 号 
平成 28 年 9 月 16 日 

 
各地方整備局 企画部長 殿 
北海道開発局 事業振興部長 殿 
 

大臣官房 技術調査課 建設システム管理企画室長 
建設技術調整室長 

総合政策局 公共事業企画調整課 施工安全企画室長 
                            （公  印  省  略） 

 
 

i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」の実施について 

の一部改正について 

 
「i-Construction における「ＩＣＴの全面的な活用（ＩＣＴ土工）」の実施について」

（平成 28 年 3 月 30 日付け国官技第 405 号、国技建第 8 号、国総施安第 3 号）を下記のと

おり一部改正することとしたので通知する。 
 

記 
 
別紙－１「ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領」、別紙－２「土工の３次元設計実施要領」、

別紙－３「ＩＣＴ活用工事実施要領」、別紙－５「ＩＣＴ活用工事積算要領」について、

それぞれ別添のとおり改める。 
 
附則 

   この通知は、平成 28 年 10 月 1 日以降に入札公告を行う業務および工事について適

用する。 
   なお、平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 10 月 1 日までに入札公告を行っている工

事については、別添の別紙－５に基づき設計変更契約を行うものとする。 
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1 
 

別紙－１ 

 

ＵＡＶ等を用いた公共測量実施要領 

 

 

１．ＵＡＶ等を用いた公共測量 

ＵＡＶ等を用いた公共測量とは、公共測量において、トータルステーションを用いた測量の

ほか、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成 28 年３月）に基づくＵＡＶ

を用いた測量、規程第３編第３章に基づく車載写真レーザ測量等により実施する公共測量をい

う。 

 

２．対象業務 

ＩＣＴ活用工事に関連する測量で、路線測量、河川測量、現地測量を標準とする。 

 

３．ＵＡＶ等を用いた公共測量の実施方法 

（１）ＵＡＶ等を用いた公共測量の導入方法 

○ ＵＡＶ等を用いた公共測量の対象業務については、入札公告、入札説明書、特記仕様書

等に明記する。 

○ ＵＡＶ等を用いた公共測量の導入は、以下の発注形式を標準とする。 

１）発注者指定型 

発注者の指定によりＵＡＶ等を用いた公共測量を実施する方法 

２）受注者希望型 

受注者からの提案によりＵＡＶ等を用いた公共測量を実施する方法 

     

   ※発注者指定型については、地域におけるＵＡＶの普及状況等を考慮しつつ採用すること。 

 

（２）ＵＡＶ等を用いた公共測量実施の推進のための措置 

○ 業務成績評定  

主任監督（調査）員による評価における、以下の 3 点を評価する。 

 
①「プロセス評価：専門技術力：提案力・改善力：業務着手段階における業務特性等の考慮：当該

作業（業務）の特性を考慮しつつ、新たな、あるいは高度な調査・解析の手法・技術に関する提

案がなされた。」 

 

②「プロセス評価：専門技術力：提案力・改善力：業務遂行段階における提案：関連する多面的な

視点から検討された、あるいは高度な技術レベルに基づく提案がなされた。 

 

③「結果評価：成果品の品質：目的の達成度：高度な技術レベル、多岐に渡る検討項目など、難易

度の高い作業（業務）に対し必要な作業（業務）成果が得られた。」 

 

（３）業務費の積算 

１）発注者指定型 

当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、設計等標準積算基準に基づく

積算を行い、発注するものとし、積算条件として、標準積算基準によることを明記

する。ただし、3 次元点群データファイル及びサーフェスモデルの作成費について

は、指名された入札参加者の全てより見積を徴収し、積算を実施するものとする。 

なお、予定価格の算出にあたって必要な歩掛の公表については、トータルステー

ションを用いた現地測量の標準歩掛および見積徴収により決定した 3 次元点群デー

タファイル及びサーフェスモデルの作成費の歩掛を合わせて公表歩掛として提示す

るものとする。ただし、現地測量の歩掛についても適用範囲等から標準歩掛での作

業が困難と考えられる場合には、使用する測量機器を指定した上で見積徴収により

公表歩掛を決定する。 
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測量機器の使用に対しては契約後の業務計画に基づき、見積を徴収し、変更を行

うものとする。 

２）受注者希望型 

当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、受発注者で協議し、見積もり

方式による精算変更を行う。なお、導入にあたっては、通常の測量の積算よりも過

度に費用があがらないように、見積を適切に確認すること。 

 

 

（４）業務の発注方式 

１）発注者指定型 

業務内容が「空中写真測量」に該当することから、総合評価落札方式での発注を

標準とする。 

技術提案書の留意事項として、公表歩掛と異なる測量機器を用いた技術提案が可

能であることを入札説明書に明記する。 

２）受注者希望型 

業務内容が「現地測量（地形測量）」「路線測量」「河川測量」に該当することから、

「価格競争方式」での発注を標準とする。 

通常の仕様で実施できない場合の「総合評価落札方式」で発注する場合において

は、技術提案書において、希望の有無を確認する。また、受注者が希望有りと表明

した場合には、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行うことを前提として、技術提案書の

記載及び審査・評価を行うこととする。 

 

（５）入札公告、入札説明書への条件明示 

入札公告、入札説明書に以下の記載例を参考に記載する。以下に記載のないものについて

は個別に作成する。 

 

【入札公告】 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

『１ 業務概要』に以下を記載 

 （番号）本測量業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴ

の全面的活用を図るため、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う業務である。 

 

【受注者希望型の場合】 

『１ 業務概要』に以下を記載 

 （番号）本測量業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴ

の全面的活用を図るため、受注者の希望により、ＵＡＶ等を用いた公共測量をすることができ

る業務である。 

 

【入札説明書（業務説明書）】 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

 『（番号） 業務の概要』に以下を記載 

（番号）業務の実施形態 

（番号）本業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴの全

面的活用を図るため、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う業務である。 

本業務では、ＵＡＶを用いた測量、車載写真レーザ測量等を行うものとし、詳細は特記仕様

書によるものとする。 

『（番号） 技術提案書の留意事項』に以下を記載 
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 （番号）ＵＡＶを用いた測量、車載写真レーザ測量等を行うことを前提として、技術提案書

を記載することとし、公表歩掛と異なる測量機器を用いた技術提案が可能である。 

 

【受注者希望型（価格競争方式）の場合】 

 『（番号） 業務の概要』に以下を記載 

（番号）業務の実施形態 

（番号）本業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴの全

面的活用を図るため、受注者の希望により、ＵＡＶ等を用いた公共測量を業務である。 

本業務では、ＵＡＶを用いた測量、車載写真レーザ測量等を行うことができるものとし、詳

細は特記仕様書によるものとする。 

 

【受注者希望型（総合評価落札方式）の場合】 

 『（番号） 業務の概要』に以下を記載 

（番号）業務の実施形態 

（番号）本業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴの全

面的活用を図るため、受注者の希望により、ＵＡＶ等を用いた公共測量を業務である。 

本業務では、ＵＡＶを用いた測量、車載写真レーザ測量等を行うことができるものとし、詳

細は特記仕様書によるものとする。 

 

『（番号） 技術提案書の提出等』に以下を記載 

 （番号）ＵＡＶ等を用いた公共測量を希望する場合は、技術提案書に明記するとともに、Ｕ

ＡＶを用いた測量、車載写真レーザ測量等を行うことを前提として、技術提案書を記載するこ

と。 

 

 

（６）特記仕様書への条件明示 

特記仕様書に以下の記載例を参考に記載する。以下に記載のないＩＣＴについては個別に

作成する。 

なお、本業務については、歩掛調査も実施する予定である。（別途指示） 

 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

第◇条 ＵＡＶ等を用いた公共測量 

１．受注者は、ＩＣＴ活用技術に用いる測量データについて、トータルステーションを

用いた測量のほか、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル(案)（国土地理院・平成 28

年３月）に基づくＵＡＶを用いた測量、規程第３編第３章に基づく車載写真レーザ測

量等（以下、「ＵＡＶ等を用いた公共測量」という。）により作成した電子データによ

り成果物を提出する。なお、活用する測量機器については、以下の要件を満たす範囲

で、受注者が自由に選定できるものとする。また、測量機器の選択に伴う費用につい

ては、受発注者の協議により、変更の対象とする。 

 ・ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）第７６条運用基準に示す三次元点群デー

タファイルの作成が可能であること。 

  

２．受注者は、電子納品要領に基づき、測量細区分「その他の地形測量及び写真測量」

の測量成果として、三次元点群データファイル及びサーフェスモデル（ファイル形

式：LANDXML1.2）を納品しなければならない。 

３．受注者は、現地測量、路線測量又は河川測量の測量成果として、数値地形図データ

ファイル、縦断面図データファイル及び横断面図データファイルを納品するものとす

る。なお、三次元点群データを用いて地形断面図を作成する場合は「三次元点群デー

タを使用した断面図作成マニュアル（案）」（国土地理院・平成２８年６月）により作
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成するものとする。 

その他の測量記録及び測量成果（精度管理表等）は、ＵＡＶを用いた公共測量マニ

ュアル（案）など、測量に用いる手法（機器）に関する基準に基づくものを納品する。 

４．受注者は、ＵＡＶ等の機器の操作については、再委託できるものとし、再委託を行

う場合には、共通仕様書第 129 条第３項の規定により、発注者の承諾を得なければな

らない。 

５．受注者は、歩掛実態調査に協力すること。 

 

【受注者希望型の場合】 

第◇条 ＵＡＶ等を用いた公共測量 

１．受注者は、ＩＣＴ活用工事に用いる測量データについて、トータルステーションを

用いた測量のほか、以下の要件を満たす範囲で、ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル

(案)（国土地理院・平成 28 年３月）に基づくＵＡＶを用いた測量、規程第３編第３

章に基づく車載写真レーザ測量等（以下、「ＵＡＶ等を用いた公共測量」という。）に

より作成した電子データにより成果物を提出することができる。なお、測量機器の選

択に伴う費用については、受発注者の協議により、変更の対象とする。 

 ・ＵＡＶを用いた公共測量マニュアル（案）第７６条運用基準に示す三次元点群デー

タファイルの作成が可能であること。 

  

２．本条第１項に基づき、ＵＡＶ等を用いた公共測量を行う場合には、以下に示す内容

によるものとする。 

（１）受注者は、電子納品要領に基づき、測量細区分「その他の地形測量及び写真測量」

の測量成果として、三次元点群データファイル及びサーフェスモデル（ファイル形

式：LANDXML1.2）を納品しなければならない。なお、成果作成の費用については、

受発注者の協議により、変更の対象とする。 

（２）受注者は、現地測量、路線測量又は河川測量の測量成果として、数値地形図デー

タファイル、縦断面図データファイル及び横断面図データファイルを納品するもの

とする。なお、三次元点群データを用いて地形断面図を作成する場合は「三次元点

群データを使用した断面図作成マニュアル（案）」（国土地理院・平成２８年６月）

により作成するものとする。 

その他の測量記録及び測量成果（精度管理表等）は、ＵＡＶを用いた公共測量マニ

ュアル（案）など、測量に用いる手法（機器）に関する基準に基づくものを納品する。 

（３）受注者は、ＵＡＶ等の機器の操作については、再委託できるものとし、再委託を

行う場合には、共通仕様書第 129 条第３項の規定により、発注者の承諾を得なけれ

ばならない。 

（４）受注者は、歩掛実態調査に協力すること。 

 

 

３．地方整備局等におけるＵＡＶ等を用いた公共測量に関する調査等 

ＵＡＶ等を用いた公共測量の活用、普及状況の把握を円滑に行うため、以下に記載する内容

を適切に実施する。 

 

（１）発注見通し及び実績の調査（提出様式は別途指示） 

ＵＡＶ等を用いた公共測量を見込める業務について、４半期に 1度、発注見通しの調査（以

下、「母集団調査」という。）の実績調査を実施し、対象業務の件数、名称等を本省へ報告す

るものとする。地方整備局等における各々の推進体制を活用し、局内の連絡・調整を図り、

漏れなく母集団調査を実施すること。（調査頻度は柔軟に見直し） 

母集団調査の対象となるＵＡＶ等を用いた公共測量を見込める業務とは、ＩＣＴ活用工事

が想定される工事のために実施する現地測量、路線測量又は河川測量を標準とする。 
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（２）ＵＡＶ等を用いた公共測量の活用効果に関する調査（別途指示） 

ＵＡＶ等を用いた公共測量の活用効果に関して調査を実施する場合がある。なお、内容は

その都度、別途指示する。 
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別紙－２ 

 

 

土工の３次元設計業務実施要領 

 

 

１．土工の３次元設計 

土工の３次元設計とは、土木設計業務において、ＩＣＴ活用工事を行うために３次元データ

を作成することをいう。 

 

２．対象業務 

ＩＣＴ活用工事に関連する設計業務で、道路予備設計（Ｂ）、道路詳細設計、築堤予備設計、築

堤詳細設計、護岸予備設計、護岸詳細設計を標準とする。 

 

３．土工の３次元設計の業務の実施方法 

（１）土工の３次元設計の業務の導入方法 

○ 土工の３次元設計の対象業務については、入札公告、入札説明書、特記仕様書等に明記

する。 

○ 土工の３次元設計の導入は、以下の発注形式を標準とする。 

１）発注者指定型 

発注者の指定により土工の３次元設計を実施する形式。 

土工（盛土、掘削等）を含む工事のために実施する設計で、ＵＡＶ等を用いた公

共測量を実施し、３次元データの作成を行った測量業務の成果を活用する業務を対

象とする。 

     ※Ｈ２８年３月時点で、「LandXML1.2 に準じた３次元設計データ交換標準（案）（国土

交通省・平成 28 年 3 月）」に対応している設計ソフトウェアは少なく、多くの設計ソ

フトウェアがＨ２８年度中に対応する見込みである。したがって、発注に当たっては、

設計ソフトウェアの対応状況も留意すること。 

 

（２）土工の３次元設計の推進のための措置 

○ 業務成績評定  

主任調査員による評価における、以下の 3 点にて評価する。 

 
①「プロセス評価：専門技術力：提案力・改善力：業務着手段階における業務特性等の考慮：当該

業務の特性を考慮しつつ、新たな、あるいは高度な調査・解析の手法・技術に関する提案がなさ

れた。」 

 

②「プロセス評価：専門技術力：提案力・改善力：業務遂行段階における提案：関連する多面的な

視点から検討された、あるいは高度な技術レベルに基づく提案がなされた。 

 

③「結果評価：成果品の品質：目的の達成度：高度な技術レベル、多岐に渡る検討項目など、難易

度の高い業務に対し必要な業務成果が得られた。」 

 

 

（３）業務費の積算 

１）発注者指定型 

当面の間（標準歩掛制定までを想定）、原則として、指名された入札参加者の全て

より見積を徴収し、積算を実施するものとする。 

 

（４）入札公告、入札説明書への条件明示 

入札公告、入札説明書に以下の記載例を参考に記載する。以下に記載のないものについて

は個別に作成する。 

13



2 
 

 

【入札公告】 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

『１ 業務概要』に以下を記載 

 （番号）本業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴの全

面的活用を図るため、土工の３次元設計を行う業務である。 

 

 

【入札説明書（業務説明書）】 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

 『（番号） 業務の概要』に以下を記載 

（番号）業務の実施形態 

（番号）本業務は、国土交通省が提唱する i-Construction の取り組みにおいて、ＩＣＴの全

面的活用を図るため、土工の３次元設計を行う業務である。 

本業務では、土工の３次元設計を行うものとし、詳細は特記仕様書によるものとする。 

 

 

（５）特記仕様書への条件明示 

特記仕様書に以下の記載例を参考に記載する。以下に記載のないＩＣＴについては個別に

作成する。 

 

（記載例） 

【発注者指定型の場合】 

第◇条 土工の３次元設計 

１．受注者は、ＵＡＶ等を用いた公共測量の３次元データを活用し、「LandXML1.2 に準

じた３次元設計データ交換標準（案）（国土交通省・平成 28 年 3 月）」に基づいて土

工の３次元設計を行い、成果品を電子データで提出するものとする。適用する設計業

務や対象とする書類、及び電子納品に対応するための措置については「LandXML1.2

に準じた３次元設計データ交換標準の運用ガイドライン（案）（国土交通省・平成 28

年 3 月）」によるものとする。 

 

３．地方整備局等における土工の３次元設計に関する調査等 

土工の３次元設計の実施状況の把握を円滑に行うため、以下に記載する内容を適切に実施す

る。 

 

（１）発注見通し及び実績の調査（提出様式は別途指示） 

土工の３次元設計を見込める業務について、４半期に 1度、発注見通しの調査（以下、「母

集団調査」という。）及び実績調査を実施し、対象業務の件数・名称等を本省へ報告するも

のとする。地方整備局等における各々の推進体制を活用し、局内の連絡・調整を図り、漏れ

なく母集団調査を実施すること。（調査頻度は柔軟に見直し） 

母集団調査の対象となる土工の３次元設計を見込める業務とは、ＩＣＴ活用工事が想定さ

れる工事のために実施する道路予備設計（Ｂ）、道路詳細設計、築堤予備設計、築堤詳細設

計、護岸予備設計、護岸詳細設計を標準とする。 

  

 

（２）土工の３次元設計の活用効果に関する調査（別途指示） 

土工の３次元設計を行う業務の効果に関して調査を実施する場合がある。なお、内容はそ

の都度、別途指示する。 
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別紙－３ 

 

 

ＩＣＴ活用工事実施要領 

 

 

１．ＩＣＴ活用工事 

 １－１ 概要 

ＩＣＴ活用工事とは、以下に示すＩＣＴ土工における施工プロセスの各段階において、ＩＣ

Ｔを全面的に活用する工事であり、ＩＣＴ活用工事を現場で実施することをＩＣＴ活用施工と

いう。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

 

なお、①～⑤全ての段階においてＩＣＴを活用するものとする。 

 

１－２ 各段階におけるＩＣＴ 

① ３次元起工測量 

起工測量において、下記１）～３）の方法により３次元測量データを取得するために

測量を行うものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）による起工測量 

２）レーザースキャナーによる起工測量 

３）その他の３次元計測技術による起工測量 

②  ３次元設計データ作成 

発注図書や１－２①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための３次

元設計データを作成する。 

③  ＩＣＴ建設機械による施工 

   １－２②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用い

て、下記１）～４）に示す技術（ＩＣＴ建設機械）により施工を実施する。 

１）３次元マシンコントロール（ブルドーザ）技術 

   ２）３次元マシンコントロール（バックホウ）技術 

   ３）３次元マシンガイダンス（ブルドーザ）技術 

   ４）３次元マシンガイダンス（バックホウ）技術 

④  ３次元出来形管理等の施工管理 

  １－２③により施工された工事完成物について、ＩＣＴを活用して施工管理を実施す

る。 

＜出来形管理＞ 

下記１）～３）のいずれかの技術を用いた出来形管理を行うものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工） 

２）レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工） 

３）その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工） 

＜品質管理＞ 

下記４）の技術を用いた品質管理を行うものとする。 

４）ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 

⑤  ３次元データの納品 

１－２④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

 

※監督・検査についても、表－１に示すとおり３次元データに対応した要領より対応するこ
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ととする。 

※各段階におけるＩＣＴの適用工種については表－１を参照。 

 

《表－１ ＩＣＴ活用工事と適用工種》 

河川土工
・海岸土工
・砂防土工

道路土工

空中写真測量（無人航空機）に
よる起工測量

測量 － ○ ○ ①、②、③、⑧

レーザースキャナーによる起工
測量

測量 － ○ ○ ④、⑤

３次元マシンコントロール（ブル
ドーザ）技術
３次元マシンガイダンス（ブル
ドーザ）技術

まきだし
敷均し
掘削
整形

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ ○ ○

３次元マシンコントロール（バッ
クホウ）技術
３次元マシンガイダンス（バック
ホウ）技術

掘削
整形

ﾊﾞｯｸﾎｳ ○ ○

空中写真測量（無人航空機）に
よる出来形管理技術（土工）

出来形計測
出来形管理

－ ○ ○ ①、②、③、⑧

レーザースキャナーによる出来
形管理技術（土工）

出来形計測
出来形管理

－ ○ ○ ④、⑤

TS・GNSSによる締固め管理技
術

締固め回数
管理

ﾛｰﾗｰ
ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ

○ ○ ⑥、⑦

【要領一覧】　　　 ①空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）
②空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
③無人飛行機の飛行に関する許可・承認の審査要領
④レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）
⑤レーザースキャナーを用いた出来形管理の監督・検査要領（土工編）（案）
⑥TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理要領
⑦TS・GNSSを用いた盛土の締固めの監督・検査要領
⑧UAVを用いた公共測量マニュアル（案）

対象作業 建設機械

適用工種

備考

【凡例】　○：適用可能、　△：一部適用可能、　－：適用外

監督・検査
施工管理

段階

3次元測量

ＩＣＴ建設機械
による施工

3次元出来形
管理等の
施工管理

技術名

 
 

 

 １－３ 対象工種 

ＩＣＴ活用工事の対象工種種別は、工事工種体系ツリーにおける下記とする。 

  （１）河川土工、海岸土工、砂防土工 

・掘削工 

・盛土工 

・法面整形工 

  （２）道路土工 

    ・掘削工 

    ・路体盛土工 

    ・路床盛土工 

    ・法面整形工 

 

２．ＩＣＴ活用工事の実施方法 

２－１ 発注方式 

ＩＣＴ活用工事の発注は、発注者指定型、施工者希望Ⅰ型、施工者希望Ⅱ型に分けて発注す

るものとし、それぞれ以下の条件によるものとする。 

（１）発注者指定型 

発注者指定型は、全体工事費（消費税を含む）が３億円以上を目安として発注者が設定
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した工事に適用する。 

（２）施工者希望Ⅰ型 

施工者希望Ⅰ型は、全体工事費（消費税を含む）が３億円未満で土工量が 20,000m3 以

上を目安として発注者が設定した工事に適用する。 

（３）施工者希望Ⅱ型 

施工者希望Ⅱ型は、全体工事費（消費税を含む）が３億円未満で土工量が 20,000m3 未

満を目安として発注者が設定した工事に適用する。 

なお、上記（１）から（３）の設定については、工事内容及び地域におけるＩＣＴの普及

状況等を勘案し決定するものとする。 

また、砂防土工については、積算基準を準備するまでの当面の間、（１）を適用せず、（２）

または（３）を適用する（設計変更時の積算は見積もりとする）。 

 

 ２－２ 発注における入札公告等 

  入札公告、入札説明書、特記仕様書等の記載例については、以下のとおりとする。 

なお、記載例にないものについては、別途作成するものとする。 

 

（１）発注者指定型 

 

【入札公告】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）を追記】 

『１ 工事概要』に以下を追記する。 

 

 （番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ技術の全面的活

用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管

理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。 

 

 

 

【入札説明書】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）工事の実施形態に下記を追記】 

 『（番号） 工事概要』に以下を追記する。 

 

（番号）工事の実施形態 

（番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴ技術の全面的活

用を図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管

理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。 

本工事における○○工（河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工）では、①に示すＩＣＴ

建設機械を用いた施工を行い、ＩＣＴを用いた３次元出来形管理等の施工管理を実施し、それ

らで得られた３次元データを納品するものとし、詳細については特記仕様書によるものとする。 

【メモ：工事内容により選択して下記を記載する。】 

  ① ＩＣＴ建設機械 

   

 ・ブルドーザ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

 ・バックホウ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

 

『（番号） 総合評価に関する事項』に以下を記載 

 

（番号）ICT 活用施工に掛かる技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技

術提案（施工計画等）」での評価対象外とするため、記載しないこと。 
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但し、ICT 活用施工に掛かる技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、ま

たは別の効果を発現する等を含む）した技術提案については、その応用部分（付加的

な内容）についてのみ評価対象とする。※ 

 

※技術提案書（施工計画等）を求める場合に記載する。 

※「技術提案書（施工計画等）」は、求める書式名称に随時修正すること。 

 

 

 【特記仕様書】記載例 

（記載例） 

第○○条 ＩＣＴ活用工事について 

 １．ＩＣＴ活用工事 

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図

るため、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理

の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工事である。 

２．定義 

（１）i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の

施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り

組みであり、その実現に向けてＩＣＴを活用した工事（ＩＣＴ活用工事）を実施するも

のとする。 

（２）ＩＣＴ活用工事とは、建設生産プロセスの下記段階において、ＩＣＴを全面的に活用

する工事である。また、この一連の施工をＩＣＴ活用施工という。 

対象は、土工を含む一般土木工事とする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

３．原則、本工事の土工施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範

囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載する

ものとする。 

４．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 

① ３次元起工測量 

受注者は、本工事の起工測量において、下記１）～３）の方法により、３次元測量デ

ータを取得するために測量を行うものとする。 

１）空中写真測量（無人航空機）による起工測量 

２）レーザースキャナーによる起工測量 

３）その他３次元計測技術による起工測量 

② ３次元設計データ作成 

受注者は、設計図書や４．①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うた

めの３次元設計データを作成する。 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

４．②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、

ＩＣＴ建設機械により施工を実施する。 

１）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御す

る３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷

均しを実施する。※ 

２）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダン

ス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均しを実施する。 ※ 
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３）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制

御する３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工

の掘削、法面整形を実施する。 ※ 

４）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイ

ダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の掘削、法面整形を実施す

る。 ※ 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

４．③により施工された工事完成物について、下記１）～３）のいずれかのＩＣＴを

用いた出来形管理と４）のＩＣＴを用いた品質管理を行う。 

１）空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工） 

２）レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工） 

３）その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工） 

４）ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 

受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）について、「Ｔ

Ｓ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲ

Ｉ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のよ

うに品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数

を設定すること。  

⑤ ３次元データの納品 

④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

５．上記４．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達するこ

と。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用

するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するも

のとする。 

発注者は、３次元設計データの作成に必要となる詳細設計において作成したＣＡＤデー

タを受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計

等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとす

る。 

６．上記４．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出す

ること。 

７．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量

により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。 

８．受注者は、当該技術の施工にあたりアンケート調査を行うものとし、調査の実施及び調

査票については別途指示するものとする。 

９．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議す

るものとする。 

 

※工事内容により記載する内容を選択する。 

 

第○○条ＩＣＴ活用工事の費用について 

１ ＩＣＴ活用工事を実施する項目については、「ＩＣＴ活用工事積算要領」に基づき費用を

計上している。 

なお、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計データ

の作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積り書を提出するもの

とする。 

２ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。 

 

（２）施工者希望Ⅰ型 
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【入札公告】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）を追記】 

『１ 工事概要』に以下を追記する。 

 

 （番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を

図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工

事の対象工事である。 

 

 

 

 

【入札説明書】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）工事の実施形態に下記を追記】 

 『（番号） 工事概要』に以下を記載 

 

（番号）工事の実施形態 

（番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を

図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工

事の対象工事である。 

ＩＣＴを全面的に活用するため、入札にあたりＩＣＴ活用工事計画書（別記様式－１）を提

出し、その内容がＩＣＴ活用施工として適当と認められる場合、契約後施工計画書の提出まで

に発注者へ提案・協議し、協議が整った場合にＩＣＴ活用施工を行う。 

本工事おけるＩＣＴ活用施工は、○○工（河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工）にお

いて①に示すＩＣＴ建設機械を用いた施工を行い、ＩＣＴを用いた３次元出来形管理等の施工

管理を実施し、それらで得られた３次元データを納品することをいう。 

なお、ＩＣＴの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕

様書によるものとする。 

 

【メモ：工事内容により選択して下記を記載する。】 

  ① ＩＣＴ建設機械 

 ・ブルドーザ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

 ・バックホウ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

 

『（番号） 総合評価に関する事項』に以下を記載 

 

（番号）総合評価に関する事項 

 （番号）評価の基準 

  （番号） 企業の技術力 

   評価項目 

    ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴの活用計画） 

     当該工事において、ＩＣＴを活用する計画である場合は、ＩＣＴ活用工事計画書（別

記様式－１）を添付すること。 

 

   評価基準                       評価点 

・①～⑤の全ての段階で全面的に活用する計画の場合  ２点 

・①～⑤の全ての段階で全面的に活用する計画ではない・活用しない場合                
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０点 

 

※①～⑤の各段階とは、「①３次元起工測量」「②３次元設計データ作成」「③ＩＣＴ

建設機械による施工」「④３次元出来形管理等の施工管理」「⑤３次元データの納品」

である。 

なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 

 

（番号）ICT 活用施工に掛かる技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技

術提案（施工計画等）」での評価対象外とするため、記載しないこと。 

但し、ICT 活用施工に掛かる技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、ま

たは別の効果を発現する等を含む）した技術提案については、その応用部分（付加的

な内容）についてのみ評価対象とする。※ 

 

※技術提案書（施工計画等）を求める場合に記載する。 

※「技術提案書（施工計画等）」は、求める書式名称に随時修正すること。 

 

 

（２）特記仕様書への記載例 

（記載例） 

第○○条 ＩＣＴ活用工事について 

 １．ＩＣＴ活用工事 

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図る

ため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活

用工事の対象工事である。 

２．定義 

（１）i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の

施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り

組みである。本工事では、施工者の希望により、その実現に向けてＩＣＴを活用した工

事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。 

（２）ＩＣＴ活用工事とは、建設生産プロセスの下記段階において、ＩＣＴを全面的に活用

する工事である。また、この一連の施工をＩＣＴ活用施工という。 

対象は、土工を含む一般土木工事とする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

３．受注者は、入札にあたりＩＣＴを全面的に活用するためＩＣＴ活用工事計画書（別記様

式－１）を提出し、その内容がＩＣＴ活用施工として適当と認められる場合、契約後施工

計画書の提出までに発注者へ提案・協議し、協議が整った場合に下記４～９によりＩＣＴ

活用施工を行う。 

（以下、ＩＣＴ活用施工を行う場合） 

４．原則、本工事の土工施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範

囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載する

ものとする。 

５．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 

① ３次元起工測量 

受注者は、本工事の起工測量において、下記１）～３）の方法により３次元測量デー 

タ取得するために測量を行うものとする。 

    １）空中写真測量（無人航空機）による起工測量 
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    ２）レーザースキャナーによる起工測量 

３）その他３次元計測技術による起工測量 

② ３次元設計データ作成 

受注者は、設計図書や①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための

３次元設計データを作成する。 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

  ５．②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、

ＩＣＴ建設機械により施工を実施する。 

１）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御す

る３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷

均しを実施する。 ※ 

２）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダン

ス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均しを実施する。 ※ 

３）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制

御する３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工

の掘削、法面整形を実施する。 ※ 

４）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイ

ダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の掘削、法面整形を実施す

る。 ※ 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

５．③により施工された工事完成物について、下記１）～３）のいずれかのＩＣＴを

用いた出来形管理と４）のＩＣＴを用いた品質管理を行う。 

１）空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工） 

２）レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工） 

３）その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工） 

４）ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 

受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）について、「Ｔ

Ｓ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲ

Ｉ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のよ

うに品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数

を設定すること。 

⑤ ３次元データの納品 

④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

６．上記５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達するこ

と。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用

するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するも

のとする。 

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを

受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等に

おいて作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

７．上記５．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出す

ること。 

８．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量

により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。 

９．受注者は、当該技術の施工にあたりアンケート調査を行うものとし、調査の実施及び調

査票については別途指示するものとする。 
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１０．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議

するものとする。 

 

※工事内容により記載する内容を選択する。 

 

第○○条ＩＣＴ活用工事の費用について 

１ 受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った

場合、ＩＣＴ活用工事を実施する項目については、設計変更の対象とし、「ＩＣＴ活用工事

積算要領」により計上することとする。【メモ：砂防土工については、「設計変更の対象と

する。」とする。】 

ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計デー

タの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積り書を提出するも

のとする。 

なお、ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合も、当面の間、契約変更の対象と

する。 

２ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。 

 

（３）施工者希望Ⅱ型 

 

【入札公告】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）を追記】 

『１ 工事概要』に以下を追記する。 

 

 （番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を

図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工

事の対象工事である。 

 

 

 

【入札説明書】記載例 

（記載例） 

【メモ：土工を含む一般土木工事の場合は、（番号）工事の実施形態に下記を追記】 

 『（番号） 工事概要』に以下を記載 

 

（番号）工事の実施形態 

（番号）本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を

図るため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活用工

事の対象工事である。 

受注者は、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合

にＩＣＴ活用施工を行うことができる。 

本工事おけるＩＣＴ活用施工は、○○工（河川土工、海岸土工、砂防土工、道路土工）にお

いて、①に示すＩＣＴ建設機械を用いた施工を行い、ＩＣＴを用いた３次元出来形管理等の施

工管理を実施し、それらで得られた３次元データを納品することをいう。 

なお、ＩＣＴの活用にかかる費用については、設計変更の対象とし、詳細については特記仕

様書によるものとする。 

 

【メモ：工事内容により選択して下記を記載する。】 

  ① ＩＣＴ建設機械 
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 ・ブルドーザ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

 ・バックホウ（３次元マシンコントロール、又は３次元マシンガイダンス） 

『（番号） 総合評価に関する事項』に以下を記載 

 

（番号）ICT 活用施工に掛かる技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「技

術提案（施工計画等）」での評価対象外とするため、記載しないこと。 

但し、ICT 活用施工に掛かる技術を応用（別の技術を組み合わせて効果を高める、ま

たは別の効果を発現する等を含む）した技術提案については、その応用部分（付加的

な内容）についてのみ評価対象とする。※ 

 

※技術提案書（施工計画等）を求める場合に記載する。 

※「技術提案書（施工計画等）」は、求める書式名称に随時修正すること。 

 

（２）特記仕様書への記載例 

（記載例） 

第○○条 ＩＣＴ活用工事について 

 １．ＩＣＴ活用工事 

本工事は、国土交通省が提唱する i-Construction に基づき、ＩＣＴの全面的活用を図る

ため、受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査

及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について３次元データを活用するＩＣＴ活

用工事の対象工事である。 

２．定義 

（１）i-Construction とは、ＩＣＴの全面的な活用、規格の標準化、施工時期の平準化等の

施策を建設現場に導入することによって、建設現場のプロセス全体の最適化を図る取り

組みである。本工事では、施工者の希望により、その実現に向けてＩＣＴを活用した工

事（ＩＣＴ活用工事）を実施するものとする。 

（２）ＩＣＴ活用工事とは、建設生産プロセスの下記段階において、ＩＣＴを全面的に活用

する工事である。また、この一連の施工をＩＣＴ活用施工という。 

対象は、土工を含む一般土木工事とする。 

① ３次元起工測量 

② ３次元設計データ作成 

③ ＩＣＴ建設機械による施工 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

⑤ ３次元データの納品 

３．受注者は、ＩＣＴ活用施工を行う希望がある場合、契約後、施工計画書の提出までに発

注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合に下記４～９によりＩＣＴ活用施工を行うこ

とができる。 

４．原則、本工事の土工施工範囲の全てで適用することとし、具体的な工事内容及び対象範

囲を監督職員と協議するものとする。なお、実施内容等については施工計画書に記載する

ものとする。 

５．ＩＣＴを用い、以下の施工を実施する。 

① ３次元起工測量 

受注者は、本工事の起工測量において、下記１）～３）の方法により３次元測量デー 

タ取得するために測量を行うものとする。 

    １）空中写真測量（無人航空機）による起工測量 

    ２）レーザースキャナーによる起工測量 

３）その他３次元計測技術による起工測量 

② ３次元設計データ作成 

受注者は、設計図書や①で得られたデータを用いて、３次元出来形管理を行うための

３次元設計データを作成する。 
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③ ＩＣＴ建設機械による施工 

  ５．②で得られた３次元設計データまたは施工用に作成した３次元データを用いて、

ＩＣＴ建設機械により施工を実施する。 

１）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御す

る３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷

均しを実施する。 ※ 

２）ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械に

よる施工用データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダン

ス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の敷均しを実施する。 ※ 

３）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制

御する３次元マシンコントロール技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工

の掘削、法面整形を実施する。 ※ 

４）バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械

による施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイ

ダンス技術を用いて、河川・海岸・砂防・道路土工の掘削、法面整形を実施す

る。 ※ 

④ ３次元出来形管理等の施工管理 

５．③により施工された工事完成物について、下記１）～３）のいずれかのＩＣＴを

用いた出来形管理と４）のＩＣＴを用いた品質管理を行う。 

１）空中写真測量（無人航空機）による出来形管理技術（土工） 

２）レーザースキャナーによる出来形管理技術（土工） 

３）その他の３次元計測技術による出来形管理技術（土工） 

４）ＴＳ・ＧＮＳＳによる締固め回数管理技術（土工） 

受注者は、河川・海岸・砂防・道路土工の品質管理（締固め度）について、「Ｔ

Ｓ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」により実施する。砂置換法又はＲ

Ｉ計法との併用による二重管理は実施しないものとする。 

なお、本施工着手前及び盛土材料の土質が変わるごと、また、路体と路床のよ

うに品質管理基準が異なる場合に試験施工を行い、本施工で採用する締固め回数

を設定すること。 

⑤ ３次元データの納品 

④により確認された３次元施工管理データを、工事完成図書として納品する。 

６．上記５．①～⑤の施工を実施するために使用するＩＣＴ機器類は、受注者が調達するこ

と。また、施工に必要なＩＣＴ活用工事用データは、受注者が作成するものとする。使用

するアプリケーション・ソフト、ファイル形式については、事前に監督職員と協議するも

のとする。 

発注者は、３次元設計データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを

受注者に貸与する。また、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる詳細設計等に

おいて作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸与するものとする。 

７．上記５．①～⑤で使用するＩＣＴ機器に入力した３次元設計データを監督職員に提出す

ること。 

８．土木工事施工管理基準（案）に基づく出来形管理が行われていない箇所で、出来形測量

により形状が計測出来る場合は、出来形数量は出来形測量に基づき算出した結果とする。 

９．受注者は、当該技術の施工にあたりアンケート調査を行うものとし、調査の実施及び調

査票については別途指示するものとする。 

１０．本特記仕様書に疑義を生じた場合または記載のない事項については、監督職員と協議

するものとする。 

 

※工事内容により記載する内容を選択する。 
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第○○条 ＩＣＴ活用工事の費用について 

【施工者希望型工事の場合】 

１ 受注者が、契約後、施工計画書の提出までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整っ

た場合、ＩＣＴ活用工事を実施する項目については、設計変更の対象とし、「ＩＣＴ活用

工事積算要領」により計上することとする。【メモ：砂防土工については、「設計変更の

対象とする。」とする。】 

ただし、監督職員の指示に基づき、３次元起工測量を実施するとともに３次元設計デ

ータの作成を行った場合は、受注者は監督職員からの依頼に基づき、見積り書を提出す

るものとする。 

なお、ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合も、当面の間、契約変更の対象

とする。 

２ 施工合理化調査を実施する場合はこれに協力すること。 

 

 

３．ＩＣＴ活用工事実施の推進のための措置 

 ３－１ 総合評価落札方式における加点措置 

  工事の内容やＩＣＴ活用施工の普及状況を踏まえ、適宜、ＩＣＴ活用施工の計画について総

合評価において加点する工事（施工者希望Ⅰ型）を設定するものとする。 

 

 ３－２ 工事成績評定における措置 

 ＩＣＴ活用工事を実施した場合、創意工夫における【施工】「□情報化施工技術（一般化推進

技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事」において評価するものとす

る。 

なお、ＩＣＴ活用工事において、ＩＣＴを全面的に採用しない工事の成績評定については、

本項目での加点対象とせず、併せて以下を標準として減点を行うものとする。また、ＩＣＴを

採用出来ずに情報化施工を活用した工事やＩＣＴ活用施工を途中で中止した工事についても同

様な評価を行うものとする。 

（１）発注者指定型 

受注者の責によりＩＣＴの全面的な採用が出来ない場合は、契約違反として工事成績評定か

ら措置の内容に応じて減点する。 

（２）施工者希望Ⅰ型 

総合評価落札方式による業者選定時に、受注者からの申請に基づきＩＣＴ活用工事による施

工を行うことで評価を行っているため、工事契約後、受注者の責により実施されなかったと

判断された場合は、履行義務違反として工事成績評定を減ずるなどの適切な対応を行うもの

とする。なお、成績の減点は３点を標準とする。 

（３）施工者希望Ⅱ型 

工事契約後、受注者からの提案によりＩＣＴ活用工事による施工を行う予定としていたも

ので、契約時の受注者の選定に影響を与えないため、工事成績評定での減点は行わない。 

 

 
４．ＩＣＴ活用工事の導入における留意点 

受注者が円滑にＩＣＴ活用工事を導入し、活用できる環境整備として、以下を実施するものと

する。 

 ４－１ 施工管理、監督・検査の対応 

ＩＣＴ活用工事を実施するにあたって、別途発出されている施工管理要領、監督検査要領（表

１【要領一覧】）に則り、監督・検査を実施するものとする。 

監督職員及び検査職員は、活用効果に関する調査等のために別途費用を計上して二重管理を

実施する場合を除いて、受注者に従来手法との二重管理を求めない。 

 

４－２ ３次元設計データ等の貸与 

（１）発注者は、ＩＣＴ活用工事に必要となる詳細設計において作成した３次元設計データ
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を受注者に貸与するものとする。また、ＩＣＴ活用工事を実施するうえで有効と考えら

れる詳細設計等において作成した成果品と関連工事の完成図書は、積極的に受注者に貸

与するものとする。 

なお、３次元設計データは、３次元測量データ（グラウンドデータ）を含む。 

（２）現行基準による２次元の設計ストックにより発注する場合、発注者は契約後の施工協

議において３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示するものとし、これにかか

る経費を工事費において計上するものとする。 

 

４－３ 工事費の積算（詳細は別紙－５積算要領を参照） 

（１）発注者指定型における積算方法 

発注者は、発注に際して別紙－５「ＩＣＴ活用工事積算要領」に基づく積算を実施する

ものとする。 

なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費については、

間接費に含まれることから別途計上はしない。 

現行基準による設計ストック等によりＩＣＴ活用工事を発注する場合、受注者に３次元

起工測量及び３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工測量経費及び３次元

設計データ作成経費についての見積り提出を求め、設計変更審査会等を通じて設計変更す

るものとする。 

見積り徴収にあたり、別紙－４「ＩＣＴ活用工事の見積り書の依頼」を参考にするもの

とする。 

（２）施工者希望型における積算方法 

発注者は、発注に際して土木工事標準積算基準に基づく積算を行い、発注するものとす

る。ただし、契約後の協議において受注者からの提案によりＩＣＴ活用工事を実施する場

合、別紙－５「ＩＣＴ活用工事積算要領」に基づく積算に落札率を乗じた価格により契約

変更を行うものとする。砂防土工については、積算基準を準備するまでの当面の間、見積

り提出を求め契約変更を行うものとする。 

なお、３次元出来形管理等の施工管理及び３次元データの納品にかかる経費については、

間接費に含まれることから別途計上はしない。 

また、現行基準による２次元の設計ストック等によりＩＣＴ活用工事を発注する場合、

受注者に３次元起工測量及び３次元設計データ作成を指示するとともに、３次元起工測量

経費及び３次元設計データ作成経費について見積り提出を求め、設計変更審査会等を通じ

て設計変更する。 

見積り徴収にあたり、別紙－４「ＩＣＴ活用工事の見積書の依頼」を参考にするものと

する。 

※ＩＣＴ建設機械による施工のみを実施する場合も、当面の間、契約変更の対象とする。 

 

４－４ ＩＣＴ監督・検査体制の構築 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、ＩＣＴ検査官（仮称）の任命や研修等でのＩＣＴ

の習得を図るなど、ＩＣＴ活用工事に精通した監督・検査職員の体制構築を速やかに整え

るものとする。 

また、実地検査で検査機器（ＧＮＳＳローバー）にて確認する場合は、当面の間、検査

機器（ＧＮＳＳローバー）は、発注者が用意するものとする。 

 

 ４－５ 現場見学会・講習会の実施 

ＩＣＴ活用工事の推進を目的として、官民等を対象とした見学会を随時実施するものとする。 

また、地方整備局等にて普及状況を勘案したうえで、より実践的な講習会等の開催について

も検討するものとする。 

 

５．地方整備局等におけるＩＣＴ活用工事に関する調査等 

ＩＣＴ活用工事の活用、普及状況の把握を円滑に行うため、以下に記載する内容を適切に実

施する。 
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５－１ 発注見通しの調査（母集団調査）（提出様式は別途指示） 

ＩＣＴ活用工事において、活用を見込める工事について、４半期に１度、発注見通しの調査

（以下、「母集団調査」という。）を実施し、対象工事の概要等を本省へ報告するものとする。

地方整備局等における各々の推進体制を活用し、局内の連絡・調整を図り、漏れなく母集団調

査を実施すること。 

なお、母集団調査の対象となる活用を見込める工事とは、土工（盛土、掘削等）を含む、施

工管理要領、監督・検査要領（表１下【要領一覧】）を適用できる工事とする。 

 

５－２ ＩＣＴ活用工事の活用実績の報告（提出様式は別途指示） 

母集団調査とともに４半期に 1 度、ＩＣＴ活用工事を活用する工事と、その概要等を本省へ

報告するものとする。 

また、総合評価における技術提案や契約後の施工協議において受注者からの提案によりＩＣ

Ｔ活用工事を実施する場合についても、活用実績を本省に報告するものとする。 

 

５－３ ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関する調査（別途指示） 

ＩＣＴ活用工事の活用効果等に関して調査を実施する場合がある。なお、内容はその都度、

別途指示する。 

 

５－４ 施工合理化調査 

施工合理化調査を実施する。なお、内容はその都度、別途指示する。 

 

６．アンケート調査等 

 ６－１ 対象工事の選定 

調査名 目的 対象工事 対象者 

簡易アンケート調査 活用目的等の把握 情報化施工技術を活用した

全工事 

受注者 

１）各調査票については、本省より通知される様式を使用するものとする。なお、地方整備

局等において、独自の調査を追加して実施しても構わない。  

２）発注者指定型、施工者希望Ⅰ型・施工者希望Ⅱ型の全てで実施する。 

 

６－２ アンケート調査等の調査票の回収について 

 受注者は、工事完了後直ちにアンケート調査等の調査票を監督職員へ提出するものとする。 

監督職員及び検査職員は、工事完了後直ちに調査票を地方整備局等へ提出するものとする。 

地方整備局等は、提出された調査票を、本省まで送付するものとする。 
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※参考 ＩＣＴ活用工事の発注から工事完成までの手続き及び流れ

スタート

発注方式の選択

発注者指定型工事 施工者希望型工事

標準積算ＩＣＴ活用積算

工 事 契 約

施工計画書 作成協議

施工計画書提出

３Ｄ測量範囲の協議

測量・成果簿取りまとめ

設計変更審査会等の開催

３Ｄ設計データ作成、チェックシート作成

設計図書の照査

３Ｄ設計データに基づく数量算出

契 約 変 更

施 工

出来形管理図・出来形・出来高の提出

契 約 変 更

完 成 検 査

設計変更審査会等の開催

３Ｄ設計

図書等

あり

見積り

提出

工 事 発 注

３Ｄ設計

図書等

なし

３Ｄ設計

図書等

あり

３Ｄ設計

図書等

なし

協議

見積り

提出

設計変更審査会等の開催 ※各地整の運用に寄るものとする。

※３Ｄ設計図書等とは、２次元の図面を

３次元に変換したもの。

← ２－１ 発注方式

← ４－３ 工事費の積算

← ４－２ ３次元設計データ等の貸与

← ４－３ 工事費の積算

← １ ＩＣＴ活用工事

← １－２① ３次元起工測量

← １－２② ３次元設計データ作成

← １－２③ ＩＣＴ建設機械による施工

← １－２④ ３次元出来形管理等の施工管理

← １－２⑤ ３次元データの納品

← ４－４ ＩＣＴ監督・検査体制の構築
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別紙－５  

ＩＣＴ活用工事積算要領 

 

 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の積算については、以下に示す手順によるものとする。 

  

① ＩＣＴ活用工事については、新土木積算システムに対応していないことから、下

記補正式を用いて、手計算で積算単価 P′を計算する。 

② 「ＩＣＴ建設機械経費」を単価表で加算する。 

③ 保守点検・初期費を共通仮設費に積上げる。 

※標準単価 P・機労材の構成比 K1r～Zr・単価 K1t,K1t′～Z4t,Z4t′は、「施工パッケー

ジ型積算方式標準単価表」の該当部分を用いる。 

 

※岩手県・宮城県・福島県内の工事においては、東日本大震災の被災地で適用する施工

パッケージ単価に対して補正を行う。（日当たり標準作業量も 20％低減補正を行う。） 

 

（１）施工パッケージコード 

 

P′   ：積算単価� 積算地区、積算年月�  

P   ：標準単価� 東京地区、基準年月�  

Kr   ：標準単価における全機械� K1～K3, 他の構成比合計 

K1r～K3r  ：標準単価における代表機械規格K1～3 の構成比 

K1t～K3t  ：代表機械規格K1～3 の単価� 東京地区、基準年月�  

K1t′～K3t′ ：代表機械規格K1～3 の単価� 積算地区、積算年月�  

Rr   ：標準単価における全労務� R1～R4, 他� の構成比合計 

R1r～R4r  ：標準単価における代表労務規格R1～4 の構成比 

R1t～R4t  ：代表労務規格R1～4 の単価� 東京地区、基準年月�  

R1t′～R4t′ ：代表労務規格R1～4 の単価� 積算地区、積算年月�  

Zr   ：標準単価における全材料� Z1～Z4, 他� の構成比合計 

Z1r～Z4r  ：標準単価における代表材料規格Z1～4 の構成比 

Z1t～Z4t  ：代表材料規格Z1～4 の単価� 東京地区、基準年月�  

Z1t′～Z4t′ ：代表材料規格Z1～4 の単価� 積算地区、積算年月�  

 

 

 

（２）技術別の積算方法 

 

１）ＭＧもしくはＭＣ（バックホウ）技術 

掘削、法面整形作業をＭＧもしくはＭＣ技術（バックホウ）で実施する場合。 

 

○以下の点を考慮して P′を計算する。 

・日当り施工量（バックホウのみ）を 1.1 倍（法面整形）、1.1 倍（掘削積込）

する。 

 

 (法面整形工の場合は歩掛に以下の割合を適用する) 
適用区分 普通作業員（RA） 土木一般世話役（RB） 

機械による切土整形 係 

 

数 

０．１９ ０．５５ 

機械による築立（土羽）整形 ０．３６ ０．７５ 

機械による削取り整形 ０．４０ ０．８０ 
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①法面整形工の適用条件Ⅰ 
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をバックホウ、R1は普通作業員、R2 を運転手（特殊）、R3 は土木一

般世話役、Z1を軽油とする。 

 

②法面整形工の適用条件Ⅱ 
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をバックホウ、R1は普通作業員、R2 を運転手（特殊）、R3 は土木一

般世話役、Z1を軽油とする。 

 

③掘削積込みの適用条件Ⅰ 

土質  施工方法 岩質 押土の有無 障害の有無 施工数量 

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 無し 50,000m3 未満 

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 無し 50,000m3 以上 

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 有り 50,000m3 未満 

土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - 無し 有り 50,000m3 以上 

岩塊�玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - - 無し 50,000m3 未満 

岩塊�玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - - 無し 50,000m3 以上 

岩塊�玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - - 有り 50,000m3 未満 

岩塊�玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - - 有り 50,000m3 以上 

 

整形箇所  
法面締固

めの有無 

現場制約の

有無 
土質 

盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

盛土部 無し 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

切土部 - 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 

整形箇所  
法面締固

めの有無 

現場制約の

有無 
土質 

切土部 - 無し 軟岩 I 
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1.1）日当り標準作業量（㎡

施工数量（㎡）
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をバックホウ、R1を運転手（特殊）、Z1を軽油とする。 

 

④掘削積込みの適用条件Ⅱ 

土質  施工方法 岩質 押土の有無 障害の有無 施工数量 

土砂 片切掘削 － － － － 
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をバックホウ、R1を運転手（特殊）、R2は普通作業員、Z1を軽油と

する。 

 

○「ＩＣＴ建設機械経費」別途必要経費 41,000 円/日を単価表で加算する。 

なお、日当り単価なので以下の通り施工単価換算 PICTとして P′に加算する。 

 

)/m(1.1
/41,000)/m(P 3

3
ICT

円　作業日当り標準作業量

１
日）（円円・  

  ※法面整形工の原単価は m3→m2 

 

・掘削積込の場合は 
ICTP

100
25 を P′に加算する。 

・作業日当り標準作業量は土木工事標準歩掛（施工パッケージ型積算基準編） 

掲載値とする。 

○下記について、別途必要経費を共通仮設費に積上げる。  

・保守点検 

0.05 人／日（土木一般世話役でＭＧ・ＭＣバックホウの運転日数分計上） 

①法面整形工の場合 

保守点検費 ＝ 土木一般世話役（円）×0.05×  
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1.13

3

）日当り標準作業量（ｍ

）施工数量（ｍ

100
25②掘削積込の場合 

保守点検費 ＝ 土木一般世話役（円）×0.05×                  × 

 

 ・システムの初期費 

598,000 円／式 

・監督職員の指示に基づき、３次元起工測量、３次元設計データの作成を行う

場合は、見積りの提出を受注者に求め、設計変更審査会等を通じて設計変更

すること。なお、見積り徴収にあたり別紙－４「ＩＣＴ活用工事の見積書の

依頼」を参考にするものとする。 
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２）ＭＣもしくはＭＧ（ブルドーザ）技術 

路体、路床、築堤の敷均し作業をＭＧもしくはＭＣ技術（ブルドーザ）で実施する場

合。 

 

○以下の点を考慮して P′を計算する。 

・日当り施工量（ブルドーザのみ）を 1.2 倍する。 

・補助労務の工数を 0.45 倍する。 

 

①路体（築堤）盛土の適用条件Ⅰ 

施工幅員 作業形態 土質 施工数量 
障害の

有無 

4.0m 以上 敷均し+締固め - 10,000m3 未満 無し 

4.0m 以上 敷均し+締固め - 10,000m3 未満 有り 

4.0m 以上 敷均し+締固め - 10,000m3 以上 無し 

4.0m 以上 敷均し+締固め - 10,000m3 以上 有り 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3 未満 無し 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3 未満 有り 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3 以上 無し 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土以外 10,000m3 以上 有り 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土 - 無し 

4.0m 以上 敷均し締固め 高含水比粘性土 - 有り 

 

②路床盛土の適用条件Ⅱ 

 

（使用機械がブルドーザのみ） 
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をブルドーザ、R1を運転手（特殊）、R2は普通作業員、Z1を軽油と

する。 

平均幅員 施工数量 障害の有無 

4.0m 以上 10,000m3 未満 無し 

4.0m 以上 10,000m3 未満 有り 

4.0m 以上 10,000m3 以上 無し 

4.0m 以上 10,000m3 以上 有り 
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2.1）日当り標準作業量（㎡

施工数量（㎡）

（使用機械がブルドーザとタイヤローラ） 
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※P′は有効数字 4桁、5桁目切り上げ。 

※K1をブルドーザ、K2をタイヤローラ、R1を運転手（特殊）、R2は普通

作業員、Z1 を軽油とする。 

※ブルドーザとタイヤローラの燃料消費量の比率Ａ、Ｂを表-1に示す。 

 

 

表－１ 燃料消費量比率【ブルドーザ・タイヤローラ】 

  施工幅員 作業形態 施工数量 障害 
Ａ 

（ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ） 

Ｂ※ 

（ﾀｲﾔﾛｰﾗ） 

【路体（築堤）盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 未満 無し 0.85 0.15  

【路体（築堤）盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 未満 有り 0.83 0.17  

【路体（築堤）盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 以上 無し 0.86 0.14  

【路体（築堤）盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 以上 有り 0.87 0.13  

【路床盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 未満 無し 0.80 0.20  

【路床盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 未満 有り 0.80 0.20  

【路床盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 以上 無し 0.85 0.15  

【路床盛土】 4.0m 以上 敷均し+締固め 10,000m3 以上 有り 0.85 0.15  

Ｂ※：25年 4月に施工パッケージに完全移行したため、ここでは 24年度

の歩掛を参考として掲載した。 

 

○「ＩＣＴ建設機械経費」別途必要経費 39,000 円/日を単価表で加算する。 

 なお、日当り単価なので以下の通り施工単価換算 PICTとして P′に加算する。 

 

)/m(2.1
/,00039)/m(P 3

3
ICT

円り標準作業量　ブルドーザの作業日当

１
日）（円円・  

 

  ・作業日当り標準作業量は土木工事標準歩掛（施工パッケージ型積算基準編）

掲載値とする。 

○下記について、別途必要経費を共通仮設費に積上げる。  

 ・保守点検 

0.11 人／日（土木一般世話役でＭＧ・ＭＣブルドーザの運転日数分計上） 

①法面整形工の場合 

保守点検費 ＝ 土木一般世話役（円）×0.11×                 

 ・システムの初期費 

548,000 円／式        

・監督職員の指示に基づき、３次元起工測量、３次元設計データの作成を行う
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場合は、見積りの提出を受注者に求め、設計変更審査会等を通じて設計変更

すること。なお、見積り徴収にあたり別紙－４「ＩＣＴ活用工事の見積書の

依頼」を参考にするものとする。 

 

（３）ＩＣＴ活用工事実態調査費用 

ＩＣＴ活用工事を実施するに際しての事後確認として、以下の実態調査費用を計上す

る。 

※共通仮設費の技術管理費に積上げ計上する。 

※簡易アンケート調査については、調査費用は計上しない。 

 

  １）ＩＣＴ活用工事施工合理化調査 

   別途指示する。 

 

 

  ２）その他の調査費  

その他、ＩＣＴ活用工事の実施にあたり、事後調査をする事項がある場合は、別途必

要な経費を計上する。 
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